
受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

1 令和2年4月2日 教育委員会 スポーツ生涯学習課 令和２年２月１４日　放課後子どもクラブ運営委員会会議録 全部開示

2 令和2年4月2日 教育委員会 教育総務課
令和２年３月２４日　教育委員会定例会
参考資料一式・報告１０に係る資料

部分開示
（個人情報）

3 令和2年4月7日 市長（政策推進部） 広報広聴課

行政相談委員法について
１．前記（標記）法第２条の文言「社会的信望」「行政運営の改
善について理解と熱意を有する者」について、総務大臣（以下
「国」という）が日本国各地に関し、前記２点について正確に把
握しているはずがない。当然、各地域、自治体からの推薦など情
報提供なしには前記文言の正確適切な運用実現は不可能であろ
う。
よって、国の担当官庁に対する、取手市から提供された当該情報
のすべてを示せ。
２．標記の法律について
ア）前記の条文一の「申出人に必要な助言をし」なる文言は、最
低限、日本国憲法と地方自治法および関係法令の基礎的知識理解
は必須である。当該委員またはその候補に対する取手市からの具
体的な教育、指示、研修等の事実を証するすべての文書を示せ。
イ）前記第２条の文言「必要があると認める場合」とは、具体的
にいかなる場合か？これについて国から示された、またはその事
実がなくとも取手市が付度した、その内容を示すすべての文書を
示せ。
ウ）前記法第２条二の文言「当該行政機関等における処理結果を
申出人に通知」したことの実例をすべて示せ。
エ）前記１の法律第３条２の、委員による「啓発及び宣伝をす
る」とある実例を過去５年分示せ。

部分開示
（個人情報）

4 令和2年4月15日 教育委員会 教育総務課
令和２年２月２６日
教育委員会定例会会議録（非公開部分を含む）

部分開示
（個人情報）

5 令和2年4月14日 教育委員会 図書館

取手市立図書館の蔵書は、地方自治法第２３７条等に定める「地
方公共団体の財産」に属するが、そのうち公有財産、物品、債権
及び基金のいずれに属するか？その判断の根拠を証する法令を示
せ。

全部開示

6 令和2年5月11日 教育委員会 教育総務課
令和２年３／２４の教育委員会定例会会議録（非公開部分も含
む）

部分開示
（個人情報）

7 令和2年5月11日 教育委員会 スポーツ生涯学習課
令和元年度第２回取手市訪問型家庭教育支援協議会報告書　令和
２年３月２６日（木）

全部開示

8 令和2年5月13日 市長（福祉部） 障害福祉課

１．●●●●●●●●●（●●●●●●●●）の，取手市●●●
●地区における●●●●●●●●●●●●●に関する，●●●年
●月以降に作成された，取手市障害福祉課・建築指導課・消防本
部予防課その他同庁関係各所にて保管する同社との面談録・議事
録・受付票・等の担当各課その他関係各所におけるメモ（打ち合
わせ・検討メモを含む）及びこれらに附属する資料・図面等一切
の行政文書全部。
２．●●●●●●●●●によるに取手市●●●●地区における●
●●●●●●●●●●●●に向けて，取手市障害福祉課・建築指
導課・消防本部予防課その他同市関係各所が，●●●年●月以降
に作成された，取手市●●●●●●●●●●●との調整及び●●
●●●●●●に関する，取手市障害福祉課・建築指導課・消防本
部予防課その他同市関係各所にて保管する面談録・議事録・受付
票・等の担当各課その他関係各所におけるメモ（打ち合わせ・検
討メモを含む）及びこれらに附属する資料・図面等一切の行政文
書全部。
３．取手市における●●●●●●●●●●●●●●等の指定等に
関し必要とされる●●●●●に関するマニュアルその他●●●●
●●●●該当性を審査するための手引き，ガイド，マニュアルそ
の他これに類するものの一切の行政文書全部。

部分開示
（存否応答拒

否）
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受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

8 令和2年5月13日 市長（都市整備部） 建築指導課

１．●●●●●●●●●（●●●●●●●●）の，取手市●●●
●地区における●●●●●●●●●●●●●に関する，●●●年
●月以降に作成された，取手市障害福祉課・建築指導課・消防本
部予防課その他同庁関係各所にて保管する同社との面談録・議事
録・受付票・等の担当各課その他関係各所におけるメモ（打ち合
わせ・検討メモを含む）及びこれらに附属する資料・図面等一切
の行政文書全部。
２．●●●●●●●●●によるに取手市●●●●地区における●
●●●●●●●●●●●●に向けて，取手市障害福祉課・建築指
導課・消防本部予防課その他同市関係各所が，●●●年●月以降
に作成された，取手市●●●●●●●●●●●との調整及び●●
●●●●●●に関する，取手市障害福祉課・建築指導課・消防本
部予防課その他同市関係各所にて保管する面談録・議事録・受付
票・等の担当各課その他関係各所におけるメモ（打ち合わせ・検
討メモを含む）及びこれらに附属する資料・図面等一切の行政文
書全部。
３．取手市における●●●●●●●●●●●●●●等の指定等に
関し必要とされる●●●●●に関するマニュアルその他●●●●
●●●●該当性を審査するための手引き，ガイド，マニュアルそ
の他これに類するものの一切の行政文書全部。

不開示
（存否応答拒

否）
（文書不存在）

8 令和2年5月13日 消防長 消防本部予防課

１．●●●●●●●●●（●●●●●●●●）の，取手市●●●
●地区における●●●●●●●●●●●●●に関する，●●●年
●月以降に作成された，取手市障害福祉課・建築指導課・消防本
部予防課その他同庁関係各所にて保管する同社との面談録・議事
録・受付票・等の担当各課その他関係各所におけるメモ（打ち合
わせ・検討メモを含む）及びこれらに附属する資料・図面等一切
の行政文書全部。
２．●●●●●●●●●によるに取手市●●●●地区における●
●●●●●●●●●●●●に向けて，取手市障害福祉課・建築指
導課・消防本部予防課その他同市関係各所が，●●●年●月以降
に作成された，取手市●●●●●●●●●●●との調整及び●●
●●●●●●に関する，取手市障害福祉課・建築指導課・消防本
部予防課その他同市関係各所にて保管する面談録・議事録・受付
票・等の担当各課その他関係各所におけるメモ（打ち合わせ・検
討メモを含む）及びこれらに附属する資料・図面等一切の行政文
書全部。
３．取手市における●●●●●●●●●●●●●●等の指定等に
関し必要とされる●●●●●に関するマニュアルその他●●●●
●●●●該当性を審査するための手引き，ガイド，マニュアルそ
の他これに類するものの一切の行政文書全部。

不開示
（存否応答拒

否）
（文書不存在）

9 令和2年5月11日 市長（総務部） 市民課 現時点内容の住居表示台帳
部分開示

（文書不存在）

10 令和2年5月15日 市長（総務部） 市民課

１．地方自治法第２条②に照らし、地方自治法第２条②に照らし、普通
地方公共団体はその事務について、法律又はこれに基づく政令により処
理することとされているものを処理する。この規定に前記団体が従うべ
きことを当然の前提として、「印鑑登録に関するご注意」なる公文書が
法的拘束力を持ちうることを証するすべての文書を示せ。
２．地方自治法第１４条②の規定において、「地方自治体が義務を課
し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほ
か、条例によらなければならない」とある規定に、地方自治体は当然従
う法的義務を有する。過去の市民課とのやりとりにおいて、市民課はす
でに前記１の公文書に法的拘束力が存在しないことを認めている。
取手市における印鑑登録証の発行が前記１の公文書の内容にかかわるこ
とを前記自治法第１４条②に照らし、条例および条例に委任された規則
のどこに定められているか。いずれかまたは双方の条文を示せ。
３．印鑑登録証の交付を請求する権利は、地方自治法第２条、とりわけ
その②において住民に保証されている。前記２の自治法第１４条②の
「権利の制限」にかかる規定に照らし、前記２の条例、規則に法的拘束
力がなくとも前記登録証の交付を拒否できる根拠あらば、その法令等と
その内容を具体的に示せ。
４．前記１～３のすべてについて、住民が前記にかかる条例、規則に該
当例が存在せず、しかも住民が前記登録証の発行希望者から前記１の公
文書「ご注意」に従わなかった場合、取手市が前記登録証を当該住民に
発行しなくてよい法的根拠のすべてを示せ。

部分開示
（文書不存在）
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番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

11 令和2年5月19日 市長（政策推進部） 政策推進課

１．コロナウイルス問題に関し，保健センターないし他の取手市
の所轄において国や県とは別箇に，独自に具体的対策を講じ，そ
れを広報し、実施した事実およびその内容をすべて示せ。
２．前記１について，取手市が市内の医療機関のすべてに対し何
らかの補助，援助，補償を行った事実（対医療従事者を含む）を
すべて記せ。（なお，県内各保健所の取手市に対する対応は，県
および各保健所を通して把握していなければならない）
３．本請求日現在，住民から寄せられたコロナにかかる質問相
談，批判，提案等，およびそれらに対する対応，回答のすべてを
示せ。
４．前記１および３について，市内の飲食店等すべての企業，店
舗等に対してコロナ感染を防止するための注意，指示，禁止等の
取手市の活動をすべて示せ。

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

（文書不存在）

11 令和2年5月19日 市長（健康増進部） 保健センター

１．コロナウイルス問題に関し，保健センターないし他の取手市
の所轄において国や県とは別箇に，独自に具体的対策を講じ，そ
れを広報し、実施した事実およびその内容をすべて示せ。
２．前記１について，取手市が市内の医療機関のすべてに対し何
らかの補助，援助，補償を行った事実（対医療従事者を含む）を
すべて記せ。（なお，県内各保健所の取手市に対する対応は，県
および各保健所を通して把握していなければならない）
３．本請求日現在，住民から寄せられたコロナにかかる質問相
談，批判，提案等，およびそれらに対する対応，回答のすべてを
示せ。
４．前記１および３について，市内の飲食店等すべての企業，店
舗等に対してコロナ感染を防止するための注意，指示，禁止等の
取手市の活動をすべて示せ。

全部開示

12 令和2年5月22日 教育委員会 学務給食課
●●●年●月●●日付取●●発第●●●●号「●●●●●●●●
●●●●●●●●●●」

全部開示

13 令和2年5月22日 市長（総務部） 総務課

・平成３０年第３回定例会（９月３日から２１日迄）に、市長か
ら議会に諮問された「公の施設を利用する権利の処分」に関して
次の文書の開示を求める。
①市長から議会に諮問書を送付した年月日、議会の審理を経て議
会から市長に答申書が送付され、市長が受理した年月日が記され
た文書送付簿及び受理簿
②議会における①同様の文書受発簿

部分開示
（個人情報）

13 令和2年5月22日 議会 議会事務局

・平成３０年第３回定例会（９月３日から２１日迄）に、市長か
ら議会に諮問された「公の施設を利用する権利の処分」に関して
次の文書の開示を求める。
①市長から議会に諮問書を送付した年月日、議会の審理を経て議
会から市長に答申書が送付され、市長が受理した年月日が記され
た文書送付簿及び受理簿
②議会における①同様の文書受発簿

部分開示
（個人情報）

14 令和2年5月25日 市長（政策推進部） 文化芸術課

地方自治法第２４４条の二項には、公の施設の利用は「正当な理
由」がない限り拒むことができぬ旨定めており、取手市（および
茨城県）の「コロナ問題」にかかる現状は、政府、県の認識を含
め、前記自治法の規定により、公の施設利用を妨げる法的根拠を
なすとは考えられぬ。
ついては、文化芸術課の、今後の取手市の文化芸術による現状認
識、啓蒙、激励等の企画、予定をすべて示せ。

全部開示

15 令和2年5月27日 教育委員会 教育総務課
令和２年５月２５日教育委員会定例会
議案参考資料及び議案資料（非公開部分を含む）

部分開示
（個人情報）
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番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

16 令和2年5月26日 教育委員会 図書館

１．地方自治体の運営は、当然、地方自治法第２条②以下、必ず法令に
より処理されるべき義務を有する。
取手市教育委員会が過去５年以内に行ったすべての行政処分が拠る前記
自治法の条文をすべて示せ。当然、所謂「個人情報」にかかる部分を除
く。
２．前記自治法第１０条②に定める「住民は、法律の定めるところによ
り、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を
有し、その負担を分任する義務を負う」なる規定を前提とし、前記第１
４条②のうち「権利を制限する」には「条例によらなければならない」
義務を取手市教育委員会が遵守している例を、当該条例によって示せ。
３．取手市教育委員会は現在、取手市立図書館蔵書を規則に定める「館
外利用」の権利を、期限内に返却していない利用者に対し、前記「館外
利用」を停止している事実が存在する。
この事実が適法である法令（当然、法令、条例）の条文を具体的に示
せ。
４．前記１、２、３を踏まえ、要綱のみに基づく規則が法的に有効であ
る法的根拠を証する法令等の文書をすべて示せ。
５．前記１、２、３、４を踏まえ、「規則が本則であり、要綱が細則で
ある」と「思っている」と、取手市教育委員会が判断する法的根拠を証
する法令、行政実例、判例等をすべて示せ。
前記１、２、３、４、５は一般論でなく、すべて取手市教育委員会の作
成・所持する公文書による。
なお、明文化されていない法規は存在しない。

不開示
（文書不存在）

19 令和2年6月10日 教育委員会 図書館

１．取●●発第●●●号の●●●●●●●●●●の１によれば，
取手市には地方自治法による行政処分の事実が存在しないと考え
られる。では、取手市教育委員会の過去，たとえば公民館課及び
図書館課は、前記自治法以外のどの法令（条例，規則を含む）に
よって前記処分を行ってきたか？過去３年分の実例となる法令を
示せ。
２．ａ）本請求日現在，取手市教育委員会図書館課は，前記●●
●の市立図書館図書の館外利用に関し要綱のみに基づく規則の条
文を法的根拠として、新たな貸出を停止している。当該事実につ
いて，前記図書館課が図書を返却していなかった者あて郵送した
当該督促状のすべてを示せ。
　ｂ）前記規則の条文を具体的に示せ。
　ｃ）日本全国の自治体において要綱のみによる規則が法的拘束
力を持ちうる，または持ち得た実例を，法令，行政実例，判例等
のすべてを示せ。

部分開示
（文書不存在）

19 令和2年6月10日 教育委員会 公民館

１．取●●発第●●●号の●●●●●●●●●●の１によれば，
取手市には地方自治法による行政処分の事実が存在しないと考え
られる。では、取手市教育委員会の過去，たとえば公民館課及び
図書館課は、前記自治法以外のどの法令（条例，規則を含む）に
よって前記処分を行ってきたか？過去３年分の実例となる法令を
示せ。
２．ａ）本請求日現在，取手市教育委員会図書館課は，前記●●
●の市立図書館図書の館外利用に関し要綱のみに基づく規則の条
文を法的根拠として、新たな貸出を停止している。当該事実につ
いて，前記図書館課が図書を返却していなかった者あて郵送した
当該督促状のすべてを示せ。
　ｂ）前記規則の条文を具体的に示せ。
　ｃ）日本全国の自治体において要綱のみによる規則が法的拘束
力を持ちうる，または持ち得た実例を，法令，行政実例，判例等
のすべてを示せ。

全部開示
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番号
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実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

21 令和2年7月3日 教育委員会 教育総務課
令和２年５月２５日　教育委員会定例会　会議録（非公開部分を
含む）

部分開示
（個人情報）

22 令和2年7月3日 教育委員会 教育総務課
令和２年６月２９日　教育委員会定例会　議案参考資料及び議案
資料（非公開部分を含む）

部分開示
（個人情報）

20 令和2年6月30日 教育委員会 図書館

１．●●●●年●●月●●日付で●●●●より内容証明付郵便で取手市教育
委員会教育長宛送付された質問に対する，教育長からの回答の全文を示せ。
２．●●●●年●●月●●日付で●●●●より内容証明郵便で送付された取
手市教育委員会教育長宛送付された質問に対する，教育長からの回答の全文
を示せ。
３．●●●●年●●月●●日付で●●●●より内容証明郵便で送付された取
手市教育委員会教育長宛送付された質問に対する，教育長からの回答の全文
を示せ。
４．●●●●年●●月●●日付で●●●●より内容証明郵便で送付された取
手市教育委員会教育長宛送付された質問に対する，教育長からの回答の全文
を示せ。
５．●●●●年●●月●●日付の，取手市教育委員会教育長名の，●●●●
年●●月●●日付の，●●●●からの内容証明郵便から質問に対する<回答>
の●●●では，教育長は，取手市立図書館管理運営規則第１４条の「別に定
めるところ」なる文言が，取手市立図書館利用制限要綱のみによる前記規則
が「法的有効性を有しております」という。
　しかし，歴代内閣法制局長官の編による「唯一の法律辞典」たる「法令用
語辞典」(学陽書房)には，地方自治体の「要綱」は，「行政機関内部におけ
る規律であって，国民の権利義務に関する定めとしての性質を有しない」と
ある。
　また，前記法令用語辞典「無効」の見出し語解説には，「法律行為に一定
の瑕疵がある結果，当事者の意図した法律上の効果が始めから全く生じない
ことをいう」とある。
　さらに，●●●●年●●月●●日付の「●●●●●●●●●●●●●●」
なる書名のある●●●●●の公文書には，その前半に「要綱」には一般的に
は一般的に法的拘束力，強制力がないことは認識しています」とある。また
前記公文書後半には，「法的拘束力のない要綱をもってルール化することは
他の多くの自治体の公共図書館でも同様の趣旨により運用していること」と
ある。これは当然，前記●●●●年●●月●●日付の教育長名の，要綱のみ
による規則が法的有効性を有して」いるという主張と矛盾する。ともに，主
張の根拠がまったく提示されていない。
　さらに，教育長名による別の文書に「規則は本則，要綱は細則だから，
我々は本則に拠っている」旨の主張がある。この主張も，要綱が法的拘束力
を持ち，要綱のみに拠る規則が法的拘束力を持つことを論証しておらず，単
に「そう書いてあるから正しい」と主張しているだけである。ここには，明
らかに「瑕疵」が存在する。
　これについて，
ａ）自治体の規則，要綱がそれぞれ「本則」「細則」にあたるなどという主
張が，単に特定の地方公務員の都合による詭弁によるとは考えられぬ。当
然，当然，地方自治法第2条②に拠ることが前提となる。
では，前記規則，要綱がそれぞれ本則，細則に該当し，細則に拠らず，本則
と細則とは切り離すことが可能で(これ自体が当該規則条文の文言と矛盾す
る)条文文言の一方は無視してよい，などという主張が法的に正当である法令
等の条文を示せ。
ｂ）前記「法令用語辞典」の「要綱」「無効」の解説が誤っていることを証
する法令等の条文を示せ。
６．●●●年●月●●日付の，●●●●による情報公開請求に対する●●●
●●●●●●●のうち，２及び４に対し，取手市教育委員会教育長は●●●
●●を理由に開示を拒否した。
　この「●●●●●」は，地方自治法第2条②に照らし，また同自治法第１４
条②について，当該問題は取手市が当該条例を持たず(前記自治法第１４条②
による)，すなわち法律によらずに要綱のみによる規則のみによっている事実
で明らかな瑕疵である。
　本請求のすべてについて，条例によらずに取手市教育委員会が館外貸出し
を停止し，さらにその事実を証する図書館からの督促状まで●●●●●とし
ている根拠は何か？
ａ）現実に存在する督促状が●●●●●でよい法的根拠を証する文書を示
せ。
ｂ）前記６のａ）に係る督促状表面に，「この通知は取手市立図書館管理運
営規則第１４条の規定により通知するものです」とある。本請求の内容にあ
る通り，当該規則には明らかに瑕疵があるにもかかわらず，前記自治法の主
として第１４条②を無視して前記規則が法的に「有効」である根拠を証する
文書(法令等)を示せ。

不開示
（存否応答拒

否）

5/25



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

24 令和2年7月13日 教育委員会 図書館

１．取手市教育委員会によれば，図書の閲覧は権利だが，館外貸
出しはサービスである，という。同じ規則で定めながら，前記二
者の法的性格を区別する法的根拠を証する公文書等を示せ。
２．取手市教育委員会は，取手市立図書館制限要綱により市立図
書館により図書の館外貸出しを地方自治法第１４条②に照らし法
的に有効であると主張する。その法的根拠を証する公文書等を示
せ。
３．過去２年間に取手市教育委員会図書館課が取手市立図書館管
理運営規則第１４条の規定により図書返却が遅延している利用者
に対し貸し出しを停止し，返却の督促状およびその根拠となる
データと貸し出し年月日，返却期限，資料名，延滞期間と貸出し
制限等のすべてを示せ。

部分開示
（文書不存在）
（個人情報）

25 令和2年7月14日 教育委員会 図書館

取●●発第●●●●号，●●●●年●●月●●日付の●●●●●
●●●●●●●の全文を示せ。
なお，「請求に係る情報の名称，内容」のうち，２の，開示され
た文書についても，同様にすべて示せ。

部分開示
（個人情報）

26 令和2年7月15日 市長（都市整備部） 区画整理課

入札日　２０２０年０７月０７日
工事名　２社総交公区第１－２号，取手駅西口ペデストリアン
デッキ詳細設計業務委託
担当課　都市整備部　区画整理課
入札公告時の配布された設計図書　１式
（位置図・図面・特記仕様書・金抜き設計書等）

全部開示

27 令和2年7月16日 市長（総務部） 市民課

２０２０年１月１日から２０２０年６月３０日までに付定のあっ
た取手市住居表示に関する条例第３条・同規則に基づく住居表示
実施地区の住居表示附定簿（所在地番・住居表示・符定年月日の
記載のある一覧表）と該当の住居表示台帳（住居番号付定通知書
は不要です）

全部開示

23 令和2年7月2日 教育委員会 図書館

１．●●●●年●●月●●日，●●●●●●●●●●●●●は
「図書の閲覧は権利だが，館外貸出しについては権利でなくサー
ビスである」と発言した。同じく規則で定めながら前記二者の法
的性格を分類するのか？分類の法的根拠を証する法令等を示せ。
２．前記１と同一の日付で，●●●●●●●は●●●●に対し，
取手市立図書館制限要綱を指し，「これがいけないと言われた
ら，何もできない」と発言した（録音済みである）。要綱により
一定期間図書の貸出しを停止し，館外貸出しを利用する権利を制
限する（むろん，条例によらない）ことは，地方自治法第１４条
②に照らし，適法でない（前記図書館はこれにつけてまったく適
法である根拠について答えていない）。
　●●●●●●●は「何もできない」と発言したが，要綱により
利用者の権利を制限することは，「何もでき」なくてよい。要綱
で何もできなくなることが法的に不当であることを証する文書を
示せ。
３．前記１と同一の日付で，●●●●●●●は，前記館外貸出し
の利用者のうち返却の遅れている者に対し返却の督促状をそれま
で発送した事実（●●●●●●●●●●●●の権限による発送を
含む）がある。前記，本請求日現在の●●●●●●●●に対し，
「返されていないものを督促しただけだ」と発言した。「返され
ていないからだ」などという問題の単純化は法的拘束力を持つ規
則の条文において，●●●●●●による図書館公務の範囲内にお
ける督促が法的に有効な期限内（前記督促の真実は，●●●●年
●●月●●日が最終的日付である）。でなければならぬことで，
意味をなさない。
　前記事実において，前記督促が本請求日以降（および本請求日
現在も）も前記要綱の規定が有効である法的根拠を証する法令等
の文書を示せ。
４．前記３の督促について，●●●●●●●●●●は前記３にか
かる●●●●の質問に対し，前記日付以降，一切督促を行ってい
ない事実について，それを行っていな根拠を質した質問に対し
「コロナの問題があったから」なる返答を行った。周知のごと
く，前記●●●●年●●月●●日の時点では「コロナ問題」につ
いて前記図書館課が公務を行っていなかった事実は存在しない。
前記日付から約６か月以上は図書館はそれまで通り，図書館は通
常通り運営されおり，前記督促および返却業務が不可能であった
事実も存在しない。前記日付から本請求日まで，前記督促と返却
が「コロナのために」不可能であった根拠を証する文書（当然，
取手市教育委員会の決定・告示文書を含む）を示せ。
　なお，●●●●●●は前記●●●●年●●月●●日，●●●●
に「今後も督促する」と明言した。前記要綱のみによる，督促及
び貸出し停止処分がいかにして法的に可能かを証する法令等の文
書を示せ。

不開示
（存否応答拒

否）
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受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

28 令和2年7月28日 市長（財政部） 管財課

固定資産税において、令和３年度の評価替えに関して土地評価事
務（鑑定）を委託するに、委託料（鑑定料）の予定価格設定から
委託先の選定を経て会計行為に至る全ての関連資料。
①委託先との業務委託契約書及び仕様書
②予定価格設定の根拠（積算内訳書等）
③委託先の入札書及びその積算内訳書
④入札の場合の「入札書調書」

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

28 令和2年7月28日 市長（財政部） 課税課

固定資産税において、令和３年度の評価替えに関して土地評価事
務（鑑定）を委託するに、委託料（鑑定料）の予定価格設定から
委託先の選定を経て会計行為に至る全ての関連資料。
①委託先との業務委託契約書及び仕様書
②予定価格設定の根拠（積算内訳書等）
③委託先の入札書及びその積算内訳書
④入札の場合の「入札書調書」

部分開示
（事務事業執行

情報）

29 令和2年7月30日 教育委員会 図書館

１．取手市立図書館図書の閲覧および館外利用について，閲覧が利用者
の「権利」（従ってそれを制限すれば行政処分と言いたいらしい）であ
り，館外利用が図書館による「サービス」（それを行うかどうかは図書
館の任意で，館外利用を制限しても行政処分に該当しない，と言いたい
らしい）であるらしい。
　前記「権利」と「サービス」の区別は取手市の条例規則等のいずれに
定められているか？その法的根拠とその条文を示せ。
２．取手市立図書館運営規則第１４条の条文中「別に定めるところ」と
は取手市立図書館利用制限要綱のみによることは確認している。要綱の
みによる規則が法的拘束力を持つ法的根拠を法令等の条文によって示
せ。
３．前記２の，要綱のみによる規則（条例に定めがない）によって前記
図書取手市教育委員会は館外利用で期限内の図書を返却してない利用者
に対して新たな貸出しを制限している。この事実について，すでに教示
済みの地方自治法第１４条②の規定に違反していない法的根拠を法令等
によって示せ。
４．前記1による「行政処分」の法的概念を，法令または信頼しうる法
律辞典（たとえば歴代内閣法制局長官の監修による「法令用語辞典」な
ど）ほかによって示せ。
５．前期の未返却部分に対する利用者への督促状について，発送分の葉
書表裏について当該状報をバックアップしているどうか答えよ。
６．前期５について，バックアップされていればその情報のすべて，
バックアップされていなければ記録されているすべてについてその文書
を示せ。
７．取●●発第●●●号の通知について，１の「補正の内容」のａ）の
「補正後」の「理由」の裏面，●●●，「要綱は一般には，一般に」な
る文言はまったくの同語反復にすぎず，ふつうの日本語表現として意味
不明である。かかる理解困難なる補正は，いかなる公文書によって補正
されたか？
補正した元になる（補正の証拠となる）公文書の全文を示せ。

部分開示
（文書不存在）
（個人情報）

30 令和2年7月31日 教育委員会 教育総務課
令和２年６月２９日　教育委員会定例会　会議録（非公開部分を
含む）

部分開示
（個人情報）

31 令和2年7月31日 教育委員会 教育総務課
令和２年７月２０日　教育委員会定例会　議案参考資料及び議案
資料（非公開部分を含む）

部分開示
（個人情報）

（事務事業執行
情報）

32 令和2年7月31日 教育委員会 図書館

Ａ．取手市教育委員会の図書の利用について，図書の閲覧は権利だが，
館外貸出しはサービスであるという趣旨の見解にかかる法的根拠につい
て
１．前記図書の閲覧が利用者の権利（当然，権利があることは図書館に
閲覧をさせるのが当然である，と解するのが正当であることを前提とす
る）と前記教育委員会はいう。
では，前記の，閲覧が利用者の権利であることを法的に証する法令等の
文書を示せ。
２．前記館外貸しが図書館のサービス（当然，サービスという外来語的
日本語は，貸出しをしてもしなくても図書館の任意であると解される。
そうでないと権利と区別する根拠が成立しない）であるという根拠とな
る規定の文言が取手市立図書館管理規則第１１条ないし１２条の条文の
うちどこに存在するか？サービスであることを証する文言を条文中より
示せ。
３．前記２について，前記規則第１１条冒頭に「図書館資料の館外利用
ができる者は，次に掲げる者とする」とある。この規定は当然，前記規
則１１条の(１)から(４)までに該当するものは，館外利用ができる権利
を持つとしか解し得ない。この前記第１１条が当該者の「権利」でない
法的根拠を証する文言を法令等において示せ。
４．●●●●年●●月●●日（取●●発第●●●●号）の●●●●●●
●●●において，前記規則等の条文に法的根拠があれば，当然条文中に
文言がないはずがない。必ず存在するはずの文言が存在しない根拠を示
せ。
５．前記●●●●年●●月●●日付の●●●●●●●●●●●の２にあ
る，茨城県立図書館規則第１３，１４条は，前記，貸出しが当然の権利
とされている。前記取手市立図書館規則第１１または１２条が，なぜ貸
出しが当然の権利でないことになるのか？県立の前記条文に照らして当
然の権利でない条文と文言を示せ。

不開示
（文書不存在）

7/25
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33 令和2年8月13日 市長（政策推進部） 政策推進課
所謂「コロナ差別」についての２０２０年５月２１日から、２０
２０年８月１４日までの電話、手紙、ＦＡＸ等により受付けた記
録を示せ。

部分開示
（個人情報）

34 令和2年8月13日 市長（政策推進部） 広報広聴課

２０２０年依頼の取手市広報紙の紙面改変と今後の予定について
１．前記紙面の改変にあたり，「参考にした」という日本全国他自治体
広報紙のすべてを示せ。
２．２０２０年６月１日号広報紙第７頁右上欄記事中の２例「チェック
アウト」なる文言は所謂「和製英語」ではあり得ず，歴とした英語であ
り，その意味用法を誤っているだけである。
　広報広聴課は中学生程度の学力でじゅうぶん理解しうる英語を誤った
上に前記紙面の日付から現在まで訂正広告を出していない。その事実の
根拠を答えよ。
３．前期６月１日広報紙第5頁上段見出し「市からのお知らせTO-RIDE 
CITY NEWS」なる文言のアルファベット部分は当然，固有名詞を除き，
これはたとえば「THE CITY NEWS FROM TORIDE」でなければ上段「市か
らのお知らせ」と同義にならない。前記２同様，なぜかような誤りを繰
り返し，しかも訂正広告を出さないのか？その根拠を地方公務員法第３
０条に照らして示せ。
４．２０２０年８月頃に取手市広報紙に掲載すべき代表的記事は，けだ
し「ヒロシマ　ナガサキ」であり，「コロナ」である。前者については
まったく記事にしようとせず，後者は，広報広聴課は対応せず，政策推
進課の判断で「上層部」の同意できわめて効果のうすい表現で掲載され
た。前者を記事にせず，後者については本請求日現在でも，アンケート
の結果（信憑性を信じているようなので）を行うとすれば，少なくとも
１０００名以上の市民に「あなたが新型コロナウイルスについて，自分
が感染せず，人に感染させない方法として，自ら行っておられる方法を
具体的に示してください」などと質問すれば，少しは自ら責任を負うべ
きことに緊張感を持たせることができよう。これらの例を初め，向こう
半年間（少なくとも２０２０年末ごろまで）の掲載予定のテーマを示
せ。

部分開示
（文書不存在）

8/25



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

35 令和2年8月18日 教育委員会 図書館

Ａ．●●●年●●月●●日付の＜回答＞１について
１．前記＜回答１＞の論理がまったく支離滅裂で，理解不能な作
文である。地方自治体において，要綱のみにより規則を定めるこ
とを制限する法令等が，要綱自体が前記自治体において法的拘束
力を持たぬことが明白である以上，それのみによる規則を定めて
も当該規則自体の法的拘束力が，きわめて危いのが明白であるか
ら，要綱のみにより規則を定めてはならない，などという法令等
が存在するはずがないからである。それについて，
２．前記１について，全国の自治体で要綱のみにより住民利用者
の権利（とりわけ公立図書館において）を制限する旨を当該規則
において定めた例をすべて示せ（すべて，が無理であれば十例ほ
どでもよい）。
３．自治体の要綱が法的拘束力を持つことを規定した法令，判例
等をすべて示せ。
Ｂ．行政法関係で自治体が入手不可能な条例規則，判例（主な）
は存在しない。これらが取手市教育委員会において存在する実例
と法的根拠を示せ。
Ｃ．地方自治法第１４条②の全条文を示せ。
Ｄ．取手市立図書館管理運営規則の，図書館図書の新規館外利用
の停止が前記当該要綱により法的拘束力を持ちうる法的根拠を，
法令，判例等の条文，判決文等により，前記Ａの１，２，３およ
びＢに照らして具体的に示せ。

部分開示
（文書不存在）

36 令和2年8月18日 教育委員会 図書館

　●●●年●●月●●日付の公文書の＜回答＞の２について，
抑，名宛人が回答を求めた事実がないのだから，意味をなさぬの
だが，本件「公文書」については，法令（法律）自体の問題であ
るので，情報公開請求とする。
　表記＜回答＞２の「公文書」について，＜回答＞の内容は，極
端な理解および調査能力の不足を証している。「一般に」なる文
言の正確な意味が不明だが，「国又は地方公共団体の機関又は公
務員がその職務上作成した文書」とは学陽書房刊「法令用語辞
典」の記事であり，（法律ではなく），この場合の公文書とは
「私文書」の対義語にすぎぬ。性格に答えうる法律名は「公文書
等の管理に関する法律」のみでじゅうぶん理解できる。
　自治体における「公文書」とは，前記法律の第１条の条文どお
り「行政文書」の謂であり，それのみで理解しえて，文書管理規
則第２条などを持ち出す必要はない。
　前記法律第１条ほかを熟読の上，調査不足，理解不足を認め，
法律による正確な回答を改めて示せ。

不開示
（文書不存在）

37 令和2年8月18日 教育委員会 図書館

　●●●年●●月●●日付の●●●●●●●●●●●について
Ａ．表記１の「権利」と「サービス」について，取手市教育委員会は法
的根拠の存在しないことを情報公開請求という法的手続の場で，しかも
情報管理課同席で，前記二者に区別が存在することを発言した。さらに
当該問題は，図書の閲覧も館外利用も，いずれも同一の規則によって定
められている。この事実について，
１．本件の区別について，法的根拠が存在しないことを確認せよ（法的
根拠を示す法令等が不存在なのであるから，その根拠自体が存在しない
ことは明白である）。
２．前記について，法的根拠が存在しないとすれば，いかなる根拠にお
いて前記委員会は区別したのか，その根拠を示せ。
３．前記委員会は，図書館図書の貸出しを停止処分について，前記に関
連し前記貸出し停止停止処分は行政処分ではないと答えた。では行政処
分とは法的にいかなる概念を指すか？
学陽書房刊「法令用語辞典」記載の「行政処分」の項に照らして答え
よ。（無論，前記時点は法令自体ではないが，前記委員会が前記辞典の
ような基礎資料を参照しているかどうか怪しい）
Ｂ．前記「開示することができない部分及び理由」について，所謂個人
情報の開示を求めていない請求について，取手市情報公開条例第７条第
１項第１号に該当するのか？当該条例以来の法令，判例等を含め，該当
する法的根拠を示せ。
Ｃ．前記「開示することができない部分及び理由」の（３）について，
前記Ｂ同様，所謂個人情報の開示を求めていない。前記B同様に，該当
する法的根拠を示せ。

不開示
（文書不存在）
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受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

39 令和2年8月28日 教育委員会 図書館

１．条例の存在しない図書の新規貸出し停止が地方自治法第１４
条②に照らし違法行為でない法的根拠を示せ。
２．前記１の図書貸出し停止にかかる条例が存在しなくても要綱
のみにもとづく規則で館外利用を停止してよい法的根拠を示せ。
３．要綱のみにもとづく，利用者が規則にもとづき，権利を有す
る「館外利用」を，前記のとおり条例の規定なしに制限している
事実を教育委員会が「正しいと思っている」法的根拠を示せ。

不開示
（文書不存在）

40 令和2年9月2日 教育委員会 教育総務課
令和２年７月２０日　教育委員会定例会
会議録（非公開部分を含む）

部分開示
（個人情報）

41 令和2年9月2日 教育委員会 教育総務課
令和２年８月１８日　教育委員会定例会
議案参考資料及び議案資料（非公開部分を含む）

部分開示
（個人情報）

42 令和2年9月4日 教育委員会 図書館

１．取●●発第●●●●号の、●●●●●●●●●●●の「開示
することがきぬない理由」に、●●●年●●月●●日付の公文書
について、「公文書等の管理に関する法律」の当該案件への適用
について、「その規律を直接に地方公共団体の保有する文書には
適用しないこととされ」とある。この「・・・され」なる文言お
よび法的規定はいずれに存在するか、その法令および条文を示
せ。
また、前記取●●文書には「規律」とあるが、「規律」なる文言
が法令条文および法的拘束力を持つ公文書に存在するを知らぬ。
その事実を法令等において示せ。なお、この請求は、当該文言が
法的に厳格に規定される公文書に存在するとは考えられぬからで
ある。
２．取●●発第●●●●号の●●●●●●●●●●は、当該請求
に対して●●●●●とする旨通知しているが、地方公共団体の運
営について、法的根拠の存在しない件について請求された問題に
ついて、法的根拠がなくても取手市における権利の制限が合法で
ある例、また他の地方自治体についてかかる処分、法的見解等が
示された例を具体的に示せ。
３．前記３について地方自治体において住民・利用者に対する何
らかの決定、措置が法的根拠が存在しなくても有効である根拠を
示せ。
４．前記３について、法的根拠のない決定・措置が無効とならな
い根拠を示せ。

不開示
（文書不存在）

38 令和2年8月28日 教育委員会 図書館

１．地方自治体の要綱に法的拘束力が存在する法的根拠を示せ。
２．取手市立図書館の蔵書にかかる貸出し制限要綱が法的効力を
持つ法的根拠を示せ。
３．前記１，２に関し，自治体の要綱のみにもとづく規則に法的
拘束力が存在する法的根拠を示せ。
４．●●●●年●●月●●日付の公文書（すでに特定済み）によ
る自治体の要綱が，「要綱」としても「ルール」としても，法的
効力を持つ法的根拠を示せ。
５．前記の管理運営規則を根拠として図書館利用者の館外利用を
制限する法的根拠を示せ。
６．前記５の規則のうち，「権利（または義務）」と「サービ
ス」とを区別する法的根拠を示せ。
７．前記６にかかる法的根拠が存在しなければ，「サービス」に
なっているという取手市教育委員会の主張が虚偽であったことに
なる。虚偽でない法的根拠を示せ。
８．前記５の規則第１４条が要綱のみにもとづいているにもかか
わらず館外貸出しを停止していることの法的根拠を示せ。
９．前記７の「閲覧」と「館外貸出し（サービス）」は同じ規則
で定められているにもかかわらず区別しうる法的根拠を示せ。
１０．前記９で教育委員会は，館外貸出しが図書館法の条文に存
在しないことを主張した。図書館法にかような区別が存在するは
ずがない。前記規則にしか（区別しうるとすれば）存在しない。
区別が当該規則のどの条文に存在するかを答えよ。
１１．前記図書の貸出し制限が条例に拠っていない事実が地方自
治法第１４条②に違反していない根拠を示せ。
１２．「法的根拠はないですけど」と，取手市教育委員会はしば
しば発言する。「法的根拠はない」ことに自治体が拠ってよい法
的根拠を示せ。
１３．前記５の管理運営規則が法的に有効である法的根拠を，前
記１２に照らして示せ。
１４．明文化されていない法規は存在しない。法令条文が自治体
に存在しないでよい法的根拠，および存在していない例を示せ。

不開示
（文書不存在）
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受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

43 令和2年9月7日 教育委員会 図書館

取●●発第●●●●号の，●●●●●●●●●●●の内容につい
て
１．前記「請求に係る情報の名称，内容」について，前記●●●
について，取手市教育委員会による，過去の法的根拠を求める請
求に対する判断が，その判断に係る法的根拠が存在しなくても
「●●●●●」とする対応が適法である法的根拠を示せ。
２．標記●●●のうち，地方自治法第１４条②については，日本
国の地方自治体のすべては，地方自治法条文および文言に従う法
的義務を有する。しかし，取手市教育委員会は，当該条例が存在
せず，しかもこの法律に係る過去の情報公開請求に対して法的措
置を示した事実がない。
　改めて，この自治法の義務規定について，「●●●●●」なる
答えが法的に有効である根拠を示せ。
３．抑，前記１および２について，自らの判断，措置，行政処分
（行政処分ではないという法的根拠が存在しないことは確認済み
である）について，あらゆる公務にかかる措置等が法的根拠が存
在しなくても当該行為が法的に有効であると考えているとしか，
当事者にとっては判断し得ない。
その措置等が法的に有効である根拠を示せ。

不開示
（文書不存在）

45 令和2年9月9日 市長（財政部） 管財課

　固定資産税において，令和３年度の評価替えに関して土地評価
事務（鑑定）を委託するに，委託料（鑑定料）の予定価格設定か
ら委託先の選定を経て会計行為に至る全ての関連資料。
　①委託先との業務委託契約書及び仕様書②予定価格設定の根拠
（積算内訳書等）③委託先の入札書及びその積算内訳書④入札の
場合の「入札書調書」⑤支出命令書（Ｒ３年度固定資産税土地評
価に適用する標準宅地の不動産鑑定評価及び令和３・４・５年度
下落修正率算定業務委託分の本請求書発行日において実施済み分
を含む。）⑥契約書にある「支払方法は別途協議」の協議書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

44 令和2年9月9日 教育委員会 図書館

１．地方自治法第２条②の条文を示せ。
２．地方自治法第１４条第１項の条文を示せ。
ａ）取手市教育委員会における市立図書館の返却遅延図書に関し新たに
図書の館外利用を停止する罰則規定を要綱のみによって定めている。要
綱のみによる規則の罰則が法的に有効である法令上の根拠を示せ。
ｂ）前記ａ）に関し，前記教育委員会は過去も現在も正当である主張を
維持している。この館外利用をさせない措置が行政処分でないとする法
的根拠を示せ。
ｃ）前記ｂ）について，規則に定めのある館外利用をさせない措置が行
政処分でないとする法的根拠を示せ。
ｄ）前記２の自治法第１４条第１項で定める「権利の制限」に，前記
ａ），ｂ），ｃ）の事実があたらない（該当しない）法的根拠を示せ。
なお，前記教育会は自らの措置について，「自治法を守っている」と発
言した。
３．前記教育委員会は以前に自らが主張した「図書の閲覧」は権利だ
が，館外利用はサービスである」旨が法的根拠を持たぬ誤りである旨を
指摘しても肯じていない。
これも以前から指摘しているとおり，明文化されていない法規は少なく
とも日本国には存在しない。これについて，
ａ）「サービス」なる分類の文言は図書館職員が任意が決めてよいこと
であり，法的根拠は不要の意と考えられる。
この分類についての前記教育委員会の主張が法的に正当である法的根拠
を示せ。
ｂ）すでに指摘済みのとおり，前記「権利」「サービス」の分類は前記
図書館の運営規則に存在せず，まして当該条例にも存在しない。この分
類の根拠を法的に答えよ。
ｃ）抑，自治体の運営はその職員が任意，恣意的に決定することはあり
得ず，法律，法令の規定がなければ前記１の自治法第２条②に違反して
いる。この自治法の定めに違反していない法的根拠を示せ。
4. これまでの情報公開請求において，前記教育委員会はしばしば，公
務員の公務について，特定の責任を明確にするために，職名，個人名を
記入した事実がある。さて，公務員の公務に関しては特段の被害を規定
できぬことから，情報公開条例第７条第１項は適用できない。抑，取手
市では公務中の公務員はすべてフルネームを記したネームプレートを入
館者に公開している。公務中の公務員の氏名を情報不開示とすることに
ついて，根拠となる行政実例，判例，法令等を示せ。

部分開示
（文書不存在）
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番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

45 令和2年9月9日 市長（財政部） 課税課

　固定資産税において，令和３年度の評価替えに関して土地評価
事務（鑑定）を委託するに，委託料（鑑定料）の予定価格設定か
ら委託先の選定を経て会計行為に至る全ての関連資料。
　①委託先との業務委託契約書及び仕様書②予定価格設定の根拠
（積算内訳書等）③委託先の入札書及びその積算内訳書④入札の
場合の「入札書調書」⑤支出命令書（Ｒ３年度固定資産税土地評
価に適用する標準宅地の不動産鑑定評価及び令和３・４・５年度
下落修正率算定業務委託分の本請求書発行日において実施済み分
を含む。）⑥契約書にある「支払方法は別途協議」の協議書

部分開示
（法人情報）

（事務事業執行
情報）

45 令和2年9月9日 市長（会計課） 会計課

　固定資産税において，令和３年度の評価替えに関して土地評価
事務（鑑定）を委託するに，委託料（鑑定料）の予定価格設定か
ら委託先の選定を経て会計行為に至る全ての関連資料。
　①委託先との業務委託契約書及び仕様書②予定価格設定の根拠
（積算内訳書等）③委託先の入札書及びその積算内訳書④入札の
場合の「入札書調書」⑤支出命令書（Ｒ３年度固定資産税土地評
価に適用する標準宅地の不動産鑑定評価及び令和３・４・５年度
下落修正率算定業務委託分の本請求書発行日において実施済み分
を含む。）⑥契約書にある「支払方法は別途協議」の協議書

部分開示
（法人情報）

46 令和2年9月9日 市長（財政部） 管財課

固定資産税において
１　令和３年度の評価替えに関して土地鑑定評価を委託するに，
その委託料の支払いに関する支出命令書。また，同時に契約した
令和３・４・５年度下落修正率算定業務委託するに，その委託料
の支払いに関する支出命令書（本請求書発行日付けにおいて会計
行為実施済み分）。また，以上の委託契約の契約書に記載された
「支払方法は別途協議」とされた協議の協議書。
２　平成３０年度の評価替えに関して固定資産税土地評価に適用
する標準宅地の不動産鑑定評価及び平成３０・３１・３２年度下
落修正率算定業務委託の契約書及び，予定価格と入札書価格の内
訳書及び委託費支払いに関する支出命令書。

部分開示
（法人情報）

46 令和2年9月9日 市長（財政部） 課税課

固定資産税において
１　令和３年度の評価替えに関して土地鑑定評価を委託するに，
その委託料の支払いに関する支出命令書。また，同時に契約した
令和３・４・５年度下落修正率算定業務委託するに，その委託料
の支払いに関する支出命令書（本請求書発行日付けにおいて会計
行為実施済み分）。また，以上の委託契約の契約書に記載された
「支払方法は別途協議」とされた協議の協議書。
２　平成３０年度の評価替えに関して固定資産税土地評価に適用
する標準宅地の不動産鑑定評価及び平成３０・３１・３２年度下
落修正率算定業務委託の契約書及び，予定価格と入札書価格の内
訳書及び委託費支払いに関する支出命令書。

部分開示
（法人情報）

46 令和2年9月9日 市長（会計課） 会計課

固定資産税において
１　令和３年度の評価替えに関して土地鑑定評価を委託するに，
その委託料の支払いに関する支出命令書。また，同時に契約した
令和３・４・５年度下落修正率算定業務委託するに，その委託料
の支払いに関する支出命令書（本請求書発行日付けにおいて会計
行為実施済み分）。また，以上の委託契約の契約書に記載された
「支払方法は別途協議」とされた協議の協議書。
２　平成３０年度の評価替えに関して固定資産税土地評価に適用
する標準宅地の不動産鑑定評価及び平成３０・３１・３２年度下
落修正率算定業務委託の契約書及び，予定価格と入札書価格の内
訳書及び委託費支払いに関する支出命令書。

部分開示
（法人情報）
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番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

47 令和2年9月16日 教育委員会 図書館

１．地方自治法第２条第１７項の条文を示せ。
２．取●●第●●●●号および第●●●●号の●●●●●●●●
●●のすべての内容について，取手市教育委員会が図書館の教育
委員会が図書館の蔵書返却の遅延している利用者に対して条例の
定めなしに要綱のみによる規則により図書の館外利用を停止して
いる根拠が存在しないことが明白となった。では，前記１の自治
法第２条第１７項の規定により，前記2の貸出し停止処分が無効
でない法的根拠を示せ。
３．前記２の教育委員会の処分が実際に行われている事実，およ
びその決定を証する文書をすべて示せ。

不開示
（文書不存在）

48 令和2年8月28日 市長（総務部） 市民課 住居表示台帳(副本)
部分開示

（文書不存在）

49 令和2年9月30日 教育委員会 図書館 地方自治法第２条⑯および⑰項の条文を示せ。
不開示

（文書不存在）

50 令和2年10月2日 教育委員会 教育総務課
白山西小学校･稲小学校統合準備協議会
第３回の分の議事録，第２回の分の議事録
総務部会第１回，第２回の分の議事録

全部開示

51 令和2年10月2日 教育委員会 教育総務課
戸頭西小学校･戸頭東小学校統合準備協議会
第２回の分の議事録
総務部会第１回の分議事録

部分開示
（文書不存在）

52 令和2年10月6日 教育委員会 図書館

１．標記の「開示することができない理由のうち，取手市情報公
開条例第２条第３号の規定が，当該規則の該当箇所がいかなる根
拠で●●●●●の「理由」となるのか？まったく意味不明であ
る。●●●●●となる当該規則の該当箇所を示せ。
２．前記「理由」のうち，「その要件の全てを満たす必要があり
ます」という文書は，●●●●●●●●●●●●●の考え，判断
と考えられる。「全てを満たす必要があります」とは，前記情報
公開条例のどこにあるか？●●●●●●の判断でなければ，その
文書を前記条例中の箇所を示せ。
３．前記情報公開条例の前記２の条例中の該当箇所のどの部分
が，当該請求の「地方自治法第２条⑯および⑰項の条文」が●●
●●●の根拠となるのか？法令条文が前記２の引用部分のうち，
根拠となる文言を示せ。
４．標記の通知書のうち，「また」以下，「官報，自書，新聞，
雑誌，書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発
行されるもの」が当該請求の前記３に該当して●●●の根拠とな
るのか？該当する条例中の文言を示せ。
５．取●●発第●●●●号の●●●●●●●●●●●の請求に係
る情報の名称，内容」の１．２では，地方自治法第２条②および
前記自治法第１４条第１項の条文の開示請求に対して前記教育委
員会は開示している。対して標記の第●●●●号では，同じ前記
自治法の異った条文は●●●●●とする。地方自治体が自治法
（当然，最新のもの）の条文を入手していないことは考えられな
い。インターネットの画面で当該条文（規定）を見知ることも当
然，可能である。なぜ前記●●●●号は開示し，●●●●号では
●●●●●なのか？前記情報公開条例の規定に照らし法的根拠を
答えよ。
６．地方自治法第２条②，前記自治法第２条⑯と⑰号の条文を示
せ。

部分開示
（文書不存在）
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54 令和2年10月14日 教育委員会 図書館

　●●●年●●月●●日付の「回答いたします」とする公文書に
ついて。
Ａ．「記」以下はすべて質問内容を示さず，きわめておおまかに
図書館課の都合よき結論のみを列挙している。どの内容に対する
具体的回答なのか。質問の前文を示した上で，どの回答があるの
かを１から１０まで，すべて示せ。
Ｂ．前記Ａに関連し，●●●●●の具体的･法的根拠が示されお
らず，「再度ご確認」の仕様がない。
たとえば前記３の「法的に根拠を有するもの」だけでは理解不能
である。
また，前記４の「日本国法令に従い，適切に判断し，行政処分等
を含め，適正に業務を執行しています」とは，これまでの質問や
批判にまったく答えていないのみならず，そもそも「日本国法令
に従い」以下は，そのとおりに公務を執行するのが当然の義務で
あり，まったくその内容を答えていない。
理解不能のごく一部のみ挙げても，この有様である。１から１０
のすべてについて根拠となる法令条文を示して，改めて答えよ
（因みに，「法的根拠」を質してもすべて「●●●●●」であっ
た）。

部分開示
（個人情報）

55 令和2年10月19日 教育委員会 教育総務課

令和２年８／１８　教育委員会 定例会 会議録（非公開部分含
む）
令和２年１０／６　教育委員会 定例会 配付資料一式（非公開部
分含む）

部分開示
（個人情報）

53 令和2年10月9日 教育委員会 図書館

１．取手市立図書館管理運営規則の全文を示せ。
２．取手市立図書館利用制限要綱の全文を示せ。（別表を含む）
３．前記制限要綱の別表の「１８０日以上１年未満は１か月間の
貸出停止，１年以上は３か月間の貸出停止」とある。この「貸出
制限」について，それぞれの「延滞期間」は当該要綱に１か月
間，３か月間しか貸出停止はできない。ところが●●●●●は，
「この期間内に返さなければまだ貸出停止期間が延長される」旨
の発言を，情報公開の場で発言した。一部の地方公務員の恣意に
より，明文化されている規定を口頭で左右し変改しうるとすれ
ば，あらゆる明文化された（法的）規定の正確な意味は，無意味
となる。前記の発言はいかなる法的拘束力を持つ規定により変改
されたのか。変改されたとすれば変改された新たな規定を示せ。
４．前記３の発言はなされなかった。従って当該要綱の規定は法
的に有効である。という主張を行うとすれば，「●●●●●」と
せざるを得ない。この場合はその旨示せ。
５．前記３，４は夙に指摘してきたとおり，自治体の要綱に法的
拘束力がないことを前提として，拘束力とは別箇に根拠の提示を
求めている。取手市教育委員会は，現時でも自らの要綱に法的拘
束力が存在すると主張しているのか？そう主張するのであれば，
その法的根拠を示せ。
６．取手教育委員会は，地方自治法第１４条②の規定に前記規則
第１４条と前記要綱が図書館利用者に対する法的根拠として適法
である法規，行政実例，判例等を示せ。
７．前記図書館課はこれまでしばしば情報公開の場で法的根拠の
提示を求められて「法的根拠はないけど」と繰り返し発言してき
た。取手市教育委員会では，一部職員の発言が法令の規定に優先
することがあるのか。優先されると主張するのであれば，その法
的根拠を示せ。
８．●●●●年●●月●●日に●●●●●に渡した質問書は，こ
れまで●●●●●●，および●●●●●（いずれも●●●●●）
が，図書館の運営管理（前記の規則，要綱等を含む）について法
的根拠の提示を求めても，大半は●●●●●として開示を拒否
し，最近の情報部分開示の場でも法的根拠を示さず，しかも前記
の●●●の発言が法的に理解困難なことが大半であった事実によ
り●●●●●や個人の特定にかかる情報公開条例にかかわらぬ法
的笆問を行っている。従って，それぞれの件に法的根拠の有無を
含め必ず回答せよ。回答しなくてよいとする根拠もしあらば，そ
れも答えよ。

部分開示
（文書不存在）
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57 令和2年10月28日 教育委員会 図書館

１．取手市情報公開条例第２条の前文を示せ。
２．取●●発第●●●●号●●●●●●●●の「理由」の全文を
示せ。
３．取●●発第●●●●号にかかる，地方自治法の当該全条文を
示せ。
４．取●●発第●●●●号の●●●●●●●●●●●について，
うち，３の要綱の条文および別表の全体は法的拘束力を持つか持
たぬか，どちらの場合でも法的根拠を示せ。
５．前記４の，当該通知書の４では，当該要綱の規定は法的に有
効らしい。有効な規定がなぜ●●●●●か？●●●の法的根拠を
示せ。
６．前記４及び５に関し，●●●●●第●●●●号の５では，要
綱に法的拘束力があるのかないのか，その有無を答えていない。
要綱自体が存在しない筈がないが，ここでは●●●●●となって
いるが，前記●●●●号の２では開示されている，この矛盾はい
かなる根拠によるのか示せ。
７．要綱が適法である法規等が存在せずに，取手市教育委員会は
これまでの教育長の回答のように「法的に有効です」と主張する
らしい。法的に有効である法的根拠を示せ。
８．法的根拠が存在しなくても，取手市では市の法律問題で何ら
かの根拠が存在するのか？その根拠を示せ。
９．前記決定通知書の８は，まったく理解不能。●●●●●の根
拠どころか，文意自体が不明である。法的論理的に意味が読解で
きるまで書き直せ。

部分開示
（個人情報）

（文書不存在）

58 令和2年11月6日 教育委員会 教育総務課 白山西小学校・稲小学校の統合小学校の校名案の資料 全部開示

59 令和2年11月6日 市長（福祉部） 子育て支援課
（仮称）取手市立取手東部保育所（吉田・舟山統合保育所）の新
名称案の資料

全部開示

56 令和2年10月27日 市長（政策推進部） 広報広聴課

　広報広聴課は，少なくとも過去6か月いないにおいて，市民か
らの広報紙の紙面に係る市民からの指摘，批判等について，一
切，法的・合理的根拠を示した事実が存在しない。
　このうち，主として２０２０年１０月１５日号について，以下
の質問に係る根拠を示せ。
１．前記広報紙第２面「テイクアウト」なる文言が英語としてそ
の意味用法を成さぬ旨指摘されたにもかからわず，広報広聴課
は，前記広報紙において，前記テイクアウトなる文言について鉤
括弧を付せばそれで済む旨を教示したにも拘らず訂正していな
い。訂正しない根拠を示せ。
２．前記１について，広報広聴課は，「英語として誤っていて
も，他の市町村で持ち帰りをテイクアウトと表現することは広く
用いられていることから，鉤括弧にする必要がない」旨を根拠と
した。地方自治体の広報で，明らかに間違っている表現を用いて
よい根拠を示せ。
３．前記２について，他が用いているから取手市が同じくするこ
とが正しいという根拠を示せ。
４．前記１について，２０２０年１０月１５付の広報紙第２面の
記事，marchéTORIDEなる文言のうち，「マルシェ」なるフランス
語が片仮名表記のみで，その意味を市民の多くが理解しうると判
断する合理的根拠を示せ（単に市場，と書けば済むことではない
か）。
５．前記４の広報紙について，「ほどよく絶妙とりで」には，
「皆さんからの投稿募集中」とあるが，すでに市内の仏閣におけ
る，たとえば石仏の味わいの幾つかの実例を教示した事実があ
る。２０２０年１０月２５日現在，それを取上げるための取材の
問い合わせのない根拠を示せ。
６．２０２０年１０月２６日現在，広報広聴課は一部の例とし
て，前記1から5までについて，その判断，措置について，一切
「根拠はありません」という。これについて，地方自治法第２条
②に違反していない法的根拠を示せ。

不開示
（文書不存在）
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60 令和2年11月12日 教育委員会 図書館

●●●●年●●月●●日付の質問書に対する，●●●年●●月●●日付
の「回答」について，法的根拠の提示を求める。
1. 「具体的案件の提示」は法令等は当然として，これまでの取手市教
育委員会からの「回答」または「通知書」等をすべて含む。
そのいずれにも「法的に正当である根拠の具体的案件の例示」がまった
く存在しないことは，他の何によって取手市教育委員会は自らの行為を
法的に正当化しうるのか？
法的に正当化しうる根拠がなければ，地方自治法第２条②，⑯，⑰によ
り，前記教育委員会の事務，処分等は無効である。
ａ）具体的案件の例示なくして，前記教育委員会の行為，事務，処分等
が法的に正当である根拠を示せ。
ｂ）これまでの，多くの「なぜこの行為を正当化する法令が●●●●●
なのか，法的根拠を示せ」という趣旨の情報公開請求に対し，この法的
正当性を証する文書が●●●であることが法的に正しいのか？その法的
根拠を示せ。
ｃ）夙に教示済みのように，不文律，不文法を除き，すべての法規は明
文化されている。取手市教育委員会の都合にかかわらず，法的根拠を有
する規定は必ず明文化されている。明文化されている文書が本当に，前
記教育委員会には存在しないのか。
存在しなくてよい法的根拠を示せ。
２．前記１のとおり，なぜ「請求に係る文書が●●●であった」ことが
法的に正しいことになるのか？該当文書が●●●であることが事実とす
れば，該当案件の前記委員会の行為自体が違法を疑われる行為，若しく
は違法であることの例証と考えられる。法的根拠を証する文書が●●●
であっても，違法と考えられる行為が法的に正しいのか？正しいと主張
している法的根拠を示せ。
３．前記質問ｃ）について，「過日の情報開示の施行の際において，区
別がないことを説明いたしました」という。この答えが明瞭に虚偽であ
る点について，
a) 当該情報開示の場における，●●●●●●●●●●●●●●●●●
により，「区別がないことの説明」は行われていない。前記「区別」の
それ以前の情報開示の際に「閲覧は権利，館外利用はサービスと決まっ
ているから，館外利用の停止は処分ではない」と明言した記録が存在す
る。
その際にもそれ以後にも，前記区別が取り消された事実は存在しない。
頭書の●●●年●●月●●日の時点になって初めて，●●●●●●●は
「区別がないことを説明いたしました」なる文言を用いた。前記●●月
●●日になって（恐らく本請求日になっても）区別がないとしているこ
とはそれ以前に「区別がある」旨の告知を行った事実は，疑いもなく，
●●●に対する虚偽事実の告知である。この事実について，
ｂ）前記「区別がない」とすれば，正反対の「区別されている」旨の告
知は前記虚偽事実の告示である。虚偽でなかった根拠および証拠を示
せ。
ｃ）前記のように，「区別がある」から「区別はない」への逆に内容が
変更された事実は，●●●●●●の個人的，恣意的判断によるものか，
さもなければ前記教育委員会管理運営規則のいずれかの条文によるもの
か，どちらかを，根拠を踏まえて示せ。
ｄ）前記ａ），ｂ），ｃ）のすべてについて，前記規則に閲覧も館外利
用も同等に定められているのだから，ともに利用者住民の権利であり，
前記館外利用の停止が行政処分であることは当然である。とくに前記
ｃ）に関連し，「区別がないことを説明」されていないことは録音以外
に前記教育委員会は公文書に（前記「回答」以外には）明文化されてい
ない。
よって，「区別がない」ことの法的根拠を前記規則によって示せ。
ｅ）●●●●●●●●は，前記館外利用の停止が「処分じゃない」と明
言した事実は，録音記録に明らかである。法的根拠の提示なしに，利用
者住民の権利に制限を加えることが行政処分であることは，前記自治法
第２条関係および前記自治法第１４条②の規定により明らかである。い
かなる根拠で前記が行政処分でないのか？法的根拠を示せ。
４．前記すべてに関連し，●●●●●●●は，前記情報開示の際に，
「法的根拠がなければ終わりだ」と過去同様の教示をしたところ「終わ
りじゃない」と明言した。なぜ，前記自治法第２条関係行為は取手市の
場合，法律，（ないし法令）に規定がなければ（無論，法的拘束力のあ
るもの，の意である）無効（または有効でない）ことは明白。いかなる
根拠で，「終わりじゃない」と発言したのか，法的根拠（●●●●●の
理由に該当しない）を示せ。
５．前記すべて，また過去の関係案件について，●●●●●●●●●●
●●●はあまりに恣意的，独断的に過ぎ，法的根拠に欠ける（しかも，
自らに都合のよいと思っているらしい規則，要綱を引いた）事例が多す
ぎる。情報公開請求や質問書または口頭での質問に対しては，すべて公
務員の公務であるから，必ず法的根拠を踏まえて答えよ。為念。
５．地方自治法第２条の条文，前記自治法第１４条の全文，地方公務員
法第３２条の条文を示せ。

部分開示
（文書不存在）

16/25



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

61 令和2年11月13日 教育委員会 図書館

１．法令の条文の開示を請求する情報公開請求に対し，取手市情
報公開条例第２条第３項を法的根拠として●●●●●●●●●に
関し，当該情報公開条例第２条第３項は，為念以下の条文である
ことを確認せよ。
前記１の「官報，白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定多数の者
に販売することを目的として発行されるもの
２．前記1について，前記情報公開条例第１条は「（前略）市民
の知る権利を保障することにより（中略）市民の市政への参画の
推進と開かれた市政の実現に資することを目的とする」とある。
前記情報公開請求への●●●●●は，前記1のとおり，前記条例
第２条第３項３は，「不特定多数の者に販売することを目的とし
て発行されるため」とある。この条文上の事実を確認せよ。
３．前記１および２に関し，前記条例条文の目的が明らかに異
なっており，●●●●●●●●●の主張する「書店で売っている
六法は不特定多数の者に販売することを目的として発行されるも
の」とは，明らかに異なっている。ことを確認せよ。
４．前記１，２，３に関し，取手市の情報公開条例条文が販売を
目的として発行されている根拠を，前記１，２，３に関する根拠
を踏まえて法的に示せ。
５．前記１，２，３はいずれも●●●●●●●●●●の主観，恣
意によらず，法令条文に明記されている。いかなる根拠で前記１
および４のような，取手市条例の条文が「不特定多数の者に販売
することを目的として販売されている事実があるか，その事例に
基づく法的根拠を示せ。」
６．前記１，２，３，４，５とは別に，情報公開法およびそれに
基づく前記
ア）．条例は，いずれも国民，住民の「知る権利」の尊重，保障
等に合わせて制定されている。条例規則等に限らず，すべての法
令条文を「不特定多数の者に販売することを目的として発行され
ている」と，●●●●●●●●は考えている。●●●●●●●●
は，実際にそう考えて（繰り返す。条例規則を含めてすべての日
本国法令を）いるのか，考えているのかどうかを，法令に照らし
て答えよ。
イ）．前記６のア）のとおり考えているとすれば，その法的根拠
を示せ。
ウ）．前記のすべてについて，法的根拠自体がなければ「法的根
拠は一切ありません」と答えよ。

不開示
（文書不存在）
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受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

62 令和2年11月18日 教育委員会 図書館

●●●年●●月●●日付の、●●●●●●●●●●の「回答」に
ついて、
１．質問事項の１について、
　　当該記事５行目に「取手市立図書館利用制限要綱によって」
とある。おや、●●●●●●●●●●●で要綱が自治体において
法的拘束を持たないことが「認識」されたのではなかったか？こ
れが前記１の６行目に「よって法的に有効なものであり、地法自
治法第１４条第１項に抵触するものではありません」という判断
に結びつくのか？
　　住民に対して「法的拘束力をもたない」ことが法的に有効な
もの」に変化するのか？法的根拠を示せ。
２．前記１について、地方自治体において公法である地方自治法
第１４条第１項」において、権利の制限にかかる規定において条
例の規定を要する法律が、いかなる根拠において「民法」の契約
が、前記１の「要綱」を踏まえ、公法の条例も存在しない事実を
法的に正当化しうることになるか？法的根拠を示せ。
３．前記「回答」の「当該条例に基づく行政処分となります」な
る文言について、「当該条例に基づく」とは、どの条例か？まさ
か前記「回答」とする公文書のどこに存在するか？まさか、取手
市情報公開条例第２条（３）のアを指すのではあるまい。これま
で「●●●●●」とされた法令が前記第２条（３）のアに該当し
ない根拠は、すでに教示済みである。抑、公文書における「当
該」とは、その文書に（この場合、条例）当該条例が示されてい
なければ「当該」は正確に理解できぬ。本請求に対する通知書に
おいて、法的根拠を有する条例を示せ。
４．前記１，２について請求を追加する。前記「回答」につい
て、その３は、前記３のとおり、法令は不特定多数への販売を目
的としたものではない。これは●●●●●●が故意に省いたと思
われる前記情報公開条例第１条の条文「・・・を目的とする」ま
での文言で明白である。当該その３の法的誤りを確認せよ。
５．前記「回答」の４は、まったく根拠不明。「日本国法令に従
い、適切に判断し、行政処分等を含め,適正に業務を執行してい
ます」なる文言は、実例において、ほぼ大部分が虚偽である。こ
れまでの情報公開請求への通知書等、多数の実例により、取手市
教育委員会は当然、提示すべき法的根拠を「●●●●●」として
きた。行政サイド、自治体に都合が良かろうと悪かろうと,自治
体の運営は取手市の場合、法律に拠らねばならない。地方自治法
を初め、前記文言どおり、本当に「日本国法令に従い、適切に判
断し、行政処分・等を含め、適正に業務を執行しています」なる
文言を、それぞれ法令に従っている実例をあまりに多すぎ、明ら
かに法的に誤っているのは取手市教育委員会であることは自明で
あるから）１０件以上示せ。当然、自治体が法令に従っている例
が存在しないなど、考えられぬ。なお、これまでの前記教育委員
会の「●●●」理由および「回答」の誤りについては、そのいち
いちについて指摘済みである。
６．前記●●月●●日付の「回答」の５については、規則および
要綱を（法的に有効であるー前記１で誤り指摘済み）定めていな
がら、行政法、公法に拠らず民法に拠る法的根拠を示せ。
７．前記６について、●●●●●●は、前記「回答」の１には、
規則と要綱のみを示し、夙に教示済みの地方自治法第１４条第１
項に抵触していない旨主張する。さて、当該自治法の規定は、条
例の規定を義務としている。なぜ●●●●●は規則、要綱のみ
（この無効であることは、すでに教示済み）を示し、肝心の条例
を示さぬか？当然、規定されている条例が存在しないから、示し
ようがないからである。条例が存在しない事実の自治法上の法的
誤りを認めよ。

部分開示
(文書不存在)
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受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

64 令和2年11月25日 市長(総務部) 総務課

これまで，（本請求日現在）次の理由を根拠（法的根拠）として
●●●●とした例の過去3年分について，
1. 法令および法的根拠となる法令を●●●●●として開示を拒
否したものすべて。
2. 取手市情報公開条例，第2条(3)アを法的根拠として法令条文
の開示を拒否したもののすべて。
3. 法令について担当職員が理解しえない場合は，当該自治体の
顧問弁護士に質問することが通常である。
なぜ，教育委員会図書館課は，関係法令を理解していないにもか
かわらず，弁護士に質問，相談をしないのか？その根拠を示せ
4. 顧問弁護士事務所と取手市との，相談料，出張等の公費支払
い，に関する契約書の最新のもの。

部分開示
（文書不存在）

64 令和2年11月25日 市長(総務部) 情報管理課

これまで，（本請求日現在）次の理由を根拠（法的根拠）として
●●●●とした例の過去3年分について，
1. 法令および法的根拠となる法令を●●●●●として開示を拒
否したものすべて。
2. 取手市情報公開条例，第2条(3)アを法的根拠として法令条文
の開示を拒否したもののすべて。
3. 法令について担当職員が理解しえない場合は，当該自治体の
顧問弁護士に質問することが通常である。
なぜ，教育委員会図書館課は，関係法令を理解していないにもか
かわらず，弁護士に質問，相談をしないのか？その根拠を示せ
4. 顧問弁護士事務所と取手市との，相談料，出張等の公費支払
い，に関する契約書の最新のもの。

全部開示

63 令和2年11月18日 教育委員会 図書館

１．取●●発●●●●号の●●●●●●●●●●●「請求に係る
情報の名称、内容」２の１行目「その要件の全てを示す必要があ
ります」なる文言のうち、「必要があります」なる判断は、いか
なる法的規定および当該判断の法的根拠に拠るか、その根拠を示
せ。
２．前記１に対し、根拠となる法令も根拠も示さぬ場合、当該地
方自治体の運営にかかる要求「その要件の全てを満たす必要があ
ります」なる文言は、通常の日本語表現において地方自治体の、
住民に対する要求以外に解せない。
　当該文言が住民に対する要求でない根拠を示せ。
３．前記１にかかる●●●●●●の●●●●●●●●●●●●●
●は「書いてしまった」と発言し、当該発言が誤っていた事実を
認めず、謝罪を行った事実も存在しない。との事実について、
　ａ）前記３の「書いてしまった」なる発言は正しかったのか。
間違っていたのか、どちらかを明確に答えよ。
　ｂ）前記３の３）の「正しかった」とすれば、いかなる法的根
拠によるか（当然、地方自治法第２条②に拠ることを前提に拠
る）を示せ。
　ｃ）前記３のａ）「正しかった」が正しくなかったとすれば、
いかなる法令に拠り正しくなかったのか、法的根拠を示せ。
４．これまで取手市立図書館の運営について、●●●●●●●●
●●、●●●●●●、●●●●●●は、いずれも法的根拠を明示
しえぬ文言がきわめて多く公文書において（法的根拠どころか意
味不明の）判断を記している。
　これらについては、今後一つひとつ法的根拠および合理的根拠
の提示を求めてゆくが、取手市教育委員会図書館課は、必ず前記
自治法第２条②等の法律に従うことを確認せよ。
５．普通地方公共団体取手市にとって、その公務において、私法
が公報（行政法）に優先すると判断する法的根拠を示せ。

不開示
（文書不存在）
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受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

65 令和2年11月25日 市長(福祉部) 情報管理課

1. 情報公開条例の「目的」は前記条例第1条の通り，「（前略）
市民の知る権利を保障することにより（中略）市民の市政への参
画の推進と開かれた市政の実現に資することを目的とする」とあ
り，第1条の内容が「目的」である。従って図書館課の主張する
前記条例第2条(3)のアにある不特定多数の者に販売することを目
的としていない。なぜ第1条の「目的」が法令開示の目的でな
く，販売が目的なのか，国，県，弁護士事務所等に確認の上，法
的根拠を示せ。なお，茨城県の前記条例の趣旨も取手市と同様，
「（前略）公正で民主的な行政の推進に資することを目的とす
る」とある。
2. 前記第2条(3)のアの文言中，官報，白書は国民一般でなく，
官庁等一部の者を主な読者としており，新聞，雑誌はその刊行の
当初から商品であり，法令自体の前記1で触れた本来の「目的」
とは根本から異なる性格を持つ。なお所謂「六法全書」ないし地
方自治体にほぼ必ず置かれている「地方自治小六法」等は，通
常，書店にはその棚に置かれておらず，役所や公立図書館で必要
な者が閲覧するケースがほとんどであり，不特定多数の者に販売
されている例は少ない。このように，前記第2条(3)のアとの実例
の商品としての性格が前記1の，法令制定，公布の目的とはまっ
たく「目的」と異なっている。なぜ官報（ただし，どこの自治体
でも広報紙の類は販売されていない。無料である。法令条文が不
特定多数の者に「販売」されている例を極力多数挙げよ。また前
記1，2の●●●の実例と根拠に拠る主張が誤っている根拠を示
せ。
3. 前記1，2に関し，全国の自治体の情報公開請求に対し，自治
体が（たとえば茨城県の各自治体の）前記第2条(3)のア（当然，
正確な条文，文言等は取手市と若干異なることがある），の趣旨
を法的根拠として開示を拒否した例を挙げよ。

不開示
（文書不存在）

66 令和2年12月3日 教育委員会 取手図書館

●●●●年●●月●●日付●●●●●●●●●●●の「請求に係
る情報の名称、内容」について、当該文書の前記箇所の１のＣで
すでに指摘済みのように、●●●●●●●●●●●●●●は●●
●●●を理由として●●●処分とした。
前記１のＣのとおり、不文律、不文法を除き、すべての法規は明
文化されている。これについて●●●●●は「法令はあるが求め
ている根拠となる法令はない」ことを●●●●●の根拠とした。
これに関し、
１．夙に指摘済みのように、地方自治法第２条第２項に地方自治
体は政令等を除き法律に基づいて運営される。では、●●●●●
●●の答えのように、取手市教育委員会図書館課は法的根拠のな
い行為は（自らの都合の悪い問題）その法的正当性を持たないこ
とにする、としているとしか考えられぬ。「あなたの求めている
根拠はない」ことが事実とすれば、その法的根拠を証する文書を
示せ。
２．前記１に関し、●●●●●●●は情報公開の場で遅々「法的
根拠はないけど」と発言した事実がある。前記図書館課は法的根
拠のないことを自ら認める問題で、何を根拠とするのか、前記自
治法第２条第２項に従う何を根拠とするのか、その根拠を示せ。
３．前記２に関し、●●●●●●●は「法的根拠がなければ終わ
りだ」と指摘したところ「終わりじゃない」と●●●●は発言し
た。前記自治法条文を遵守する限り、「終わり」であるのは当然
である。いかなる法的根拠において、法的根拠がなくても「終わ
り」でないのか？その根拠を示せ。
４．前記１までの全体について、前記図書館課には該当諸問題に
つき、法的根拠はあるが自らの行為を正当化する文書がないのか
を確認せよ。
５．前記１および４に関し、前記図書館課には当該諸問題につ
き、法的根拠もそれを示す文書も、いずれも存在しないのか。
　　前記４でなく、本項であることを確認せよ。

不開示
（文書不存在）
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受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

67 令和2年12月14日 教育委員会 取手図書館

1. 情報公開条例の「目的」は前記条例第1条の通り，「（前略）
市民の知る権利を保障することにより（中略）市民の市政への参
画の推進と開された市政の実現に資することを目的とする」とあ
り，第1条の内容が「目的」である。従って図書館課の主張する
前記条例第2条(3)のアにある不特定多数の者に販売することを目
的としていない。なぜ第1条の「目的」が法令開示の目的でな
く，販売が目的なのか，国，県，弁護士事務所等に確認の上，法
的根拠を示せ。なお，茨城県の前記条例の趣旨も取手市と同様，
「（前略）公正で民主的な行政の推進に資することを目的とす
る」とある。
2. 前記第2条(3)のアの文言中，官報，白書は国民一般でなく，
官庁等一部の者を主な読者としており，新聞，雑誌はその刊行の
当初から商品であり，法令自体の前記1で触れた本来の「目的」
とは根本から異なる性格を持つ。なお所謂「六法全書」ないし地
方自治体にほぼ必ず置かれている「地方自治小六法」等は通常，
書店にはその棚に置かれておらず，役所や公立図書館で必要な者
が閲覧するケースがほとんどであり，不特定多数の者に販売され
ている例は少ない。このように，前記第2条(3)のアとの実例の商
品としての性格が前記1の，法令制定，公布の目的とはまったく
「目的」と異なっている。なぜ官報（ただし，どこの自治体でも
広報誌の類は販売されていない。無料である。法令条文が不特定
多数の者に「販売」されている例を極力多数挙げよ。また前記
1，2の請求者の実例と根拠に拠る主張が誤っている根拠を示せ。
3. 前記1，2に関し，全国の自治体の情報公開請求に対し，自治
体が（たとえば茨城県の各自治体の）前記第2条(3)のア（当然，
正確な条文，文言等は取手市と若干異なることがある），の趣旨
を法的根拠として開示を拒否した例を挙げよ。

不開示
（文書不存在）
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69 令和2年12月22日 教育委員会 図書館

１．自治体の要綱のみにもとづく規則で、公立図書館の蔵書の返
却期限に遅れている図書の新規貸出（館外利用）を停止している
事実について、法的根拠が条例にもとづかず、前記の規則のみに
よって前記貸し出しを停止している事実が地方自治法第１４条２
項に抵触していない根拠を法令等において示せ。
２．かつて●●●●●●●●●●●●●●は、前記規則（取手市
立図書館管理運営規則第１４条。これは前記１のとおり館外貸し
出し停止は前記規則にかかる要綱のみによる。では、かかる規則
が当該条例なしに法的有効である法的根拠を示せ。
３．●●●●年●●月●●日付の、●●●●●●●●●●●●●
の「回答」の１に「（前略）「取手市立図書館利用制限要綱とな
りますが、これを何らかの形で制限する法律、政令、省令、条例
又は規（省略）則は存在しないものと解しています」とある。
ａ）前記のうち「解しています」なる文言は、●●●●●●●の
主観による判断としか考えられぬ。事実であることを前記「法
律」ほかに存在しないかどうか確認せよ。
ｂ）前記「法律」云々の文言のうち、政令、省令は取手市の当該
問題に関しては抑存在するはずがない。存在する可能性が皆無で
あることを根拠の一部として挙げた根拠を示せ。
ｃ）要綱が自治体において住民に対して法的拘束力を持たぬこと
は、過去、●●●●●●●●●●によって（一般的に）確認済み
である。さて、夙に教示済みのように、学陽書房刊「法令用語辞
典」また、これもすでに教示済みである東京都中野区の情報公開
条例条文において、前記、これが法的拘束力を持たぬことは周知
の事実である。従って、当該要綱のみによって権利を制限しては
ならぬことは、法律等の定めが別途には不要であることは当然で
ある。これは地方自治法第２条第２項、前記自治法第１４条第２
項で、法律および条例に拠らねばならぬこともまた当然であるか
ら、要綱のみによって法的効力を持って住民の権利を制限し得ぬ
こともまた、周知の事実。よって、法律等に定めていないことも
また当然であって定めていないことが要綱（当然、要綱のみによ
る規則も含む）に法的効力および法的拘束力を持つという法的根
拠を持ちうる法的根拠にならない。法律等にないことが要綱のみ
において法的拘束力を持つこと、まして条例同様の効力を持たせ
うることの法的根拠を示せ。
４．前記３のｃに関し、●●●●●●●の「回答」に「要綱が当
該自治体の公立図書館において「ルール化」されている例は多く
ある」旨の主張があった。以前、その「ルール化」されている
「多く」の例せ」という情報公開請求に対し、●●●●●を理由
に●●●処分とした実例が存在した。なぜ、確かに存在し（当該
公文書を、●●●●●●に示し、コピーされた記憶がある）てい
るはずの文書がなぜ●●●●●なのか、根拠を示せ。
ａ）前記について、また前記３のｃ）も含めて、前記の自治体の
要綱が「ルール化」されている「多く」の実例を他の公立図書館
について示せ。
５．●●●●年●●月●●日、情報公開の場において、●●●●
●●●●●●●●は、前記図書館において図書の館外利用が「権
利」でなく「サービス」である理由として「館外貸し出しをやっ
ていない図書館がいくつもある」ことを挙げた。ついては、
ａ）前記の「館外貸し出しをやっていない図書館」の例として、
国立国会図書館、東京都立図書館を挙げた。しかし、この２例は
いずれも取手市立図書館とは規模が大きく異なり、「都立」は実
質的に茨城県立図書館より、その機能は上回る。当然、これらの
大規模な施設において貸し出した図書の管理、また稀覯本が少な
くないこと等の事実があって、前記取手市立図書館とは事情が異
なり、同列に比較し得ぬ。いかなる根拠で比較が困難なものを、
同列に館外貸し出しができぬ根拠としたか？
ｂ）たとえば茨城県内において、茨城県立を除き、近隣において
自治体の運営する公立図書館で館外貸し出しを行っていない例を
「いくつも」挙げよ。
ｃ）前記ａ）、ｂ）について、「館外利用」が「サービスであ
る」、すなわち館外利用が住民利用者の権利でないと「今でも正
しいと思っている」根拠を示せ。
ｄ）前記館外利用を、閲覧と同列ではないと判定するには、●●
●●●●●の個人的信念にかかわらず、同一の規則でともに規定
されている以上、前記規則等による、法的効力を持つ根拠を示
せ。
ｅ）前記「権利とサービスの違い」について、●●●●●●●
は、「規則になくてもこの区別を今でも正しいと思っている」ら
しい。
その理由として、「閲覧は施設の利用である」と答えた。「で
は、館外利用は施設の利用ではないのか」（この場合、どちらで
も同様である）と問うても答えなかった。規則に区別の規定がな
くても、施設の利用という点で両社の利用が異なる法的根拠を示
せ。
ｆ）前記すべてに関して、●●●●●●●●●●●●はこれまで
の情報公開請求に対して法的根拠を示さずに●●●●●を理由と
して●●●とし、また前記５のすべてに関し、これまでの●●●
●●はしばしば理解不能な回答を示し、それが判断の根拠である
と主張した事実がある。どうやら、取手市教育委員会には、法令
の規定なしに、また法令条文を曲解して判断の基準にしていると
思われる。この件に関し、●●●●●●はしばしば「あるものは
出すが、ないものは出せない」と発言した。このうち「ないも
の」は明らかに「法的根拠がなければ間違っている」はずの事例
が少なからず存在する。明文化された法規による根拠が存在しな
くても「正しいと思っている」根拠が法的に正当である法的根拠
を示せ。

不開示
（文書不存在）
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70 令和3年1月15日 市長(総務部) 市民課

２０２０年７月１日から２０２０年１２月３１日までに付定の
あった取手市住居表示に関する条例第３条・同規則に基づく住居
表示実施地区の住居表示附定簿（所在地番・住居表示・符定年月
日の記載のある一覧表）と該当の住居表示台帳（住居番号付定通
知書は不要です）

※住居表示台帳の該当箇所に付定日・印等明記願います。
※スキャナーしてﾃﾞｰﾀｰ化する為，印は黄色・緑の蛍光ﾏｰｶｰ（写
りません）以外でお願いします。
　例　ﾋﾟﾝｸ又は水色の蛍光ﾏｰｶｰ，赤マジック，ボールペン等で該
当部分を囲む。等

全部開示

71 令和3年1月19日 市長(健康増進部) 保健センター

●●●●年●●月●●日、●●●●●●●は、「「改正健康増進
法」によって第一種ないし第二種施設は「施設」のみならず敷地
内喫煙を不可とするよう改正された」旨の発言を行った。
　確認したところ、「改正健康増進法」なる法律は存在せず、
「健康増進法の一部を改正する法律」（平成30年法律第78号）の
ことらしい。しかし、戸頭窓口では当該法の条文を検索すること
はできず、前記趣旨を条文文言は確認し得なかった。
よって、前記「健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律
第78号）」に示された大略「敷地内禁煙」を定めた条文及び文言
を示せ。
　なお、厚生労働省のホームページの当該法の「概要」には、当
該条文は見出し得ない。

不開示
（文書不存在）

72 令和3年1月22日 教育委員会 スポーツ生涯学習課
（１）令和2年度に実施された取手市立グリーンスポーツセン
ターの指定管理者公募における●●●･●●●･●●●●●●●●
●●●●●●●が提出した事業計画書及び収支計画書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

73 令和3年1月27日 教育委員会 教育総務課

R２.11／17　教育委員会定例会　会議録（非公開部分含む）
R２.11／17　教育委員会定例会　議案その他配付された資料のす
べて
　　　　　　（非公開部分含む）
R２.12／22　教育委員会定例会　議案その他配布された資料のす
べて
　　　　　　（非公開部分含む）
R３.1／26　教育委員会定例会　議案その他配布された資料のす
べて
　　　　　　（非公開部分含む）

全部開示

74 令和3年1月31日 市長(建設部) 管理課

取手市長名で「●●●●●●●●」宛に●年●月●●日付で示さ
れた事務連絡「街路樹（メタセコイア）伐採について」の文中
で、「市では樹木医などの有識者からの見解も参考」と記載され
ています。この有識者名とそれぞれ肩書き、市からの質問内容、
質問に対する有識者の回答内容、回答日について開示してくださ
い。

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

75 令和3年2月12日 市長(財政部) 課税課 固定資産税課税集成図とその航空写真の重ね図写し（別添資料） 全部開示

76 令和3年2月16日 市長(政策推進部) 文化芸術課
文化芸術課（文化事業団を含む）にかかる，過去3年分のあらゆ
る催し（日時，場合等を含む）をすべて示せ。
　なお，東京藝術大学開催しがあれば，それをすべて示せ。

部分開示
（文書不存在）
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77 令和3年2月17日 市長(健康増進部) 保健センター

取●●発第●●●号において，●●●●●●●は「●●●●●」
を根拠として情報公開請求に対する開示を拒否した。しかし，法
律としては「健康増進法の一部を改正する法律」が確実に存在す
るはずのことは夙に指摘済みであるし，また，地方自治法第2条
②において，地方自治体の運営が法律に従う義務を有することも
また，明白である。
さらに，法律のほか，本件の開示については取手市情報公開条例
ほか，取手市の公的施設の喫煙等の行為の禁止に関し，それぞれ
施設ごとの条例が存在することは明白な事実であり，「開示する
ことができない理由」として「●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●」ことは法的に想定しがたい。まったく無駄な手間であ
るが，改めて以下の3点について取手市が所有しているはずの公
文書を開示せよ。
1. ●●●の根拠は，当該の法令（条例等を含む）が存在しない
のか，または，本件に答える根拠を持たぬのか。
2. 前記1の法令が存在するが，何らかの法的根拠によって開示し
ないのか。その場合は，その根拠を示せ。
3. 法的根拠を示す公文書を自治体が「●●●●●●●」ことが
適法である根拠を示せ。

不開示
（文書不存在）

78 令和3年2月17日 市長(総務部) 総務課
令和2年1月26日執行　取手市議会議員一般選挙に伴う収支報告書
のうち，●●●●●●のもの。

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

79 令和3年2月22日 市長(政策推進部) 広報広聴課

広報広聴課へ
A 2021年2月22日，●●●●●●●は広報紙原稿の一部執筆につ
いて，「取手市の広報ですから職員以外に原稿を書かせるわけに
はいかない」と発言した。それについて以下の質問に答えよ。
1. ●●●●のいう「取手市」が市民を含まない根拠を，法令等
の規定または規程等において示せ。
2. 前記広報紙の記事について，市の依頼等により市民と職員以
外の者が前記記事の一部について原稿を執筆することは，役所的
悪弊に染まらず，自由な発想で，しかもより広範囲の視点で魅力
的，かつ高レベルの記事掲載が可能になり得ることはじゅうぶん
に考えられる。その依頼等がこの点において不適切または誤って
いると考えられる根拠を示せ。
B. 広報広聴課が，たとえば連載記事（たとえば，分かりやすい
クイズ形式），世界や日本の多くの請願等に関する記事を掲載し
ていない根拠，および取手市内に話題を限っている根拠を正確に
示せ。
C. ●●●●は，今後は明らかな誤りまた社会通念上明らかに不
適切な内容（及び制限字数超過）以外に，一切外部の原稿（広報
紙の催しごと等の案内）を変改しない旨確約した。しかしこれは
すでに，数箇月以前に確認済みであった。前記例外を除き，繰り
返す必要はないにも拘らずまた2021年3月1日付前記広報に掲載予
定の記事中，原稿と異なる改変を行った根拠を示せ。
D. ●●●●は，前記Cの記事中，原稿に「●●●●」とある箇所
を●●●●に改めた根拠を「○○ハンドブックに拠った」と答え
た。前記ハンドブックの記事が原稿に比して正しいと判断した根
拠を，文脈，用例等において答えよ。
E. ●●●●は，前記Dの「○○ハンドブック」に従った担当者名
を尋ねたところ，「広報広聴課としてやっているので，担当者名
は答えない」と発言した。具体的案件については，直接担当した
者にまず責任が存し，その者が根拠を答えるのが当然である。現
に，●●●●は本件に関し，代わって答えるべき合理的根拠を示
していない。担当者名を答えないことが取手市にとって法的・合
理的根拠を持つものかどうか，取手市にとって，そんな細かいこ
とが法令にあるとは思えないから，役所内の規約，規定等にある
かどうかを●●●●●●に問い合わせたところ，所内の統一的な
決まりはない。ただ広報広聴課がそのような方針があるかどう
か」と答えた。「方針」はその正当さを論証できなければ，「文
載があるから正しい」根拠になり得ない。●●が「○○ハンド
ブック」が原稿より本件の場合，正しい，適切である根拠を次長
が提示していない以上，担当者がその根拠を明確に答えるべきで
あり，当面の責任は当然，担当者にある。少なくとも●●●では
特定の問題について担当者名を答えないことは，知る限り存在し
ないという。これは単に，●●●●がまったく根拠なく部下を
庇っているとしか考えられぬ。「広報広聴課でやっていることだ
から担当者を答える必要はない」というのは，取手市役所内でも
合理的根拠を持たぬことは，●●●●●●との問答で確認した。
以下の質問，請求に答えよ。
1. 前記課内で，当問題について担当者名を答えないとする「方
針」のごときものがあるとすれば示せ。
2. 公務について担当者名を答えないことは，●●●●がまった
く根拠なく部下を庇っているとしか考えられぬ。公務について根
拠なく市民に対して部下を庇うことは明らかに誤っている。誤っ
ていない根拠があれば，改めて本請求に対して担当者名を答，当
該「○○ハンドブック」の正確な書名を示せ。

不開示
（文書不存在）
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80 令和3年3月5日 市長(政策推進部) 広報広聴課

過日，取手市の広報紙の紙面づくりに関し，たとえばクイズ形式
などの連載記事や，市内に限らず世界や日本のさまざまなエピ
ソードなどを掲載することは，退屈きわまり，魅力に乏しい現在
の紙面の魅力を向上させられる。そのような紙面づくりをするよ
う申し入れたところ，●●●●は前記提案の適否に一切答えず，
「取手市のことで何かありませんか」とのみ発言した。
　同様の内容を●●●●●●●に質したところ，「広報紙の記事
を外部の（市民以外の）人が書くことはできません」と答えた。
この事実は，最近の「根拠がないことを広報広聴課が執行してい
る事実，課内の事務について担当者名を質しても答えない事実な
どと同様，地方公務員法に定める公務上の努力義務を怠たるかの
如き，明らかに不当な公務における公権力の濫用と考えられる。
　前記につき，とりわけ広報広聴課が，紙面の一部を市民など外
部の者が執筆することが明らかに誤っている（不適切である）根
拠，外部に（記事によっては）原稿依頼を行うことがなぜ誤って
いるのか，前記の原稿依頼等を行わない根拠は何か（これは当然
前記の提案を実行する能力を広報広聴課が持たない判断を前提と
している），記事のすべてを市内のみに限る根拠を示せ。
　なお，●●●●●●に前記事実について質すと，広報紙に職員
以外の者が執筆できない根拠も，記事内容を市内に限る根拠も存
在しない，という答えがあった。

不開示
(文書不存在）

81 令和3年3月30日 教育委員会 教育総務課
令和3年3月23日　教育委員会定例会
配付資料一式（非公開部分含む）

部分開示
（個人情報）

※１ 受付番号１７，１８び６８については，申出により取下げとなったものです。

※２ 個人情報等の権利利益を害するおそれがるものについては，伏せ字で表記しています。

※３ 「情報の内容」の欄は，開示請求者からの請求内容を※２以外は原本のとおり転記しています。
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